
 
（資料１）  光化学スモッグ広報等の発令対象地域 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

市町 発令地域 

東 部 
   東灘区 
   灘区 
   中央区 
西 部 
   兵庫区 
   長田区 
   須磨区 
垂 水 
   垂水区 
   西区 

神 戸 市 

北 部 
   北区 

姫 路 市 
全 域 

（家島町を除く） 

尼 崎 市 全 域 

明 石 市 全 域 

西 宮 市 全 域 

洲 本 市 全 域 

市町 発令地域 

芦 屋 市 全 域 

伊 丹 市 全 域 

相 生 市 全 域 

加古川市 全 域 

たつの市 全 域 

赤 穂 市 全 域 

西 脇 市 全 域 

宝 塚 市 全 域 

高 砂 市 全 域 

川 西 市 全 域 

三 田 市 全 域 

丹 波 市 全 域 

稲 美 町 全 域 

播 磨 町 全 域 

太 子 町 全 域 


